
その体験、ふるさと納税でできちゃいます！

＼松江市で現地決済型ふるさと納税／

加盟店に設置されたQRコードを読み取って現地決済でふるさと納税が完了します!!

そもそも

ふるさと納税って…？

ふるさと納税とは、応援したい自治体へ寄附ができる制度です。
寄附することで、住んでいる自治体の住民税の減額（控除）や所得税の払い戻し（還付）を受けられます。
※寄附金上限額内で寄附した金額のうち2,000円を差し引いた金額が控除

年収：650万円

家族構成：独身・既婚

配偶者控除：あり・なし（共働き※配偶者の
給与が201万円以上の方）

扶養家族：いない・いる
0歳～15歳の子どもが1人

ふるさと納税の寄附上限額（目安）は

98,000円

翌年の住民税・所得税から寄附金上限額内で寄附した
金額のうち2,000円を差し引いた金額が控除される

寄附した額の30％以内の返礼品がもらえる

Aさんがふるさと納税で

寄附をした場合

寄附をしなかった場合

通常通り住民税・所得税を納税
あなたの上限額をチェック！

シミュレーションはこちら

現地決済型ふるさと納税とは

制度自体はふるさと納税と同じですが、返礼品を受け取るタイミングが異なります！
通常のふるさと納税では、ポータルサイト等で返礼品を選び寄附を行い、2週間～1ヶ月ほどで返礼品がお手元
に届きますが、現地決済型ふるさと納税では訪れた飲食店、宿泊施設や観光施設などその場で直接寄附を行い、
その場で返礼品を受け取り、その場で使用できるサービスです。
松江市では、現地決済型ふるさと納税（名称：ふるさとりっぷ）を導入しています。

ご利用される方は裏面から事前に新規登録をお願いします

使い残しがありません！
代金から逆算して納税額を算出するので

100円単位で寄附額を決められるのは
「ふるさとりっぷ」のみです

余ったら
どうしよう…使いきれる

かな…

＋

支払方法が広がります！
→ →

その場で返礼品を
受け取れます！

Aさんの場合
例えば…

ふるさと納税で
代金のお支払いができます！

※松江市にお住まいの方はご利用いただけません。



事前に新規登録をお願いします

お会計の際に「ふるさとりっぷで支払いたい」とお申し付けください

｜ お問い合わせ ｜ 松江市 産業経済部 商工企画課 〒690-8540 島根県松江市末次町86番地 TEL：0852-55-5519

｜ システム提供者 ｜ 株式会社ジェットシステム 〒690-0038 島根県松江市平成町182-7 TEL：0852-27-3930

①「新規登録」QRを読み込む
②メールアドレス・パスワードを入力し
「個人情報の取り扱いを読む」をタップ

③内容を確認して、
「同意する」をタップ

④「メールアドレスで新規登録」
をタップ

⑤ 情報登録確認で「はい」
をタップ

⑥ 寄附者情報を入力

⑦ 電話番号・性別・生年月日
を入力

⑧ 住民票のご住所を入力 ⑨ お客様情報の更新をタップ
＜新規登録完了です＞
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